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‐

例凡

年次について断りのない表は、すべて令和5年に関する統計である。1．

一

統計表の数値は、特に断りのない限り件数を表す。2．

～

民事事件には､特に断りのない限り行政事件を含む。3．

一

民事上告事件には、特に断りのない限り特別上告事件を含む。4．

令和5年の数値は、すべて速報値である。5．

一
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民・刑全事件年度別件数表

注未済の％は、平成16年の未済件数を基準にしたものである。
民事の（ ）数値は、 1つの原裁判に対する上告と上告受理、又は特別抗告と許可抗告の並行申立てを1件として計上し直した事件数である。
刑事の｢令和4年｣｢未済｣は、平成30年に上告棄却決定となった事件について、未告知の間に令和4年に公訴棄却決定があり、既済が二重計上

となるため調整した。 －1－

氏 畢

新受 既済
ニ
ノ言済 新受 9

刊 事

： 済
ニ
ノミ済

今

計ロ

新受 既済
ニ
ノミ済

平成16年

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
令和元年

年
年
年
年

２
３
４
５

7,119

(5,392）

7,267

(5,354）

7,180

(5,386）

6,651

(4,970）

6,804

(4,978）

6,927

(5,034）

7，410

(5,321）

7,627

(5,502）

8,169

(5,868）

8,131

(5,819)

7,626

(5,516）

7,223

(5,228）

7,096

(5,087）

7,086

(5,154)

6,830

(4,989）

6,894

(5,064）

6,191

(4,590）

6,502

(4,765）

7,149

(5,217)

7,736

(5,642）

7,578

(5,729）

7,363

(5,413)

7,498

(5,561)

6,790

.(5,052）

6,601

(4,898）

6,912

(5,027）

6,905

(4,989）

6,654

(4,884）

8,336

(5,992）

8,254

(5,859）

7,946

(5,728）

7,744

(5,547）

7,395

(5,254）

7,175

(5,219)

6,703

(4,876）

6,934

(5,120)

6,277

（4,609）

6,389

(4,719)

7,122

(5,193)

7,286

（5,335）

1,957

(1,322)

1,861

(1,263)

1,543

(1,088)

1,404

(1,006)

1,607

(1,086)

1,622

(1,093)

2,127

(1,425)

3,100

(2,043）

2,933

(1.919)

2,810

(1,879)

2,490

(1,667)

1,969

(1,348)

1,670

(1,181)

1,581

(1,116)

1,708

(1,229)

1,668

(1,173)

1,582

(1,154)

1,695

(1,200)

1,722

(1,224)

2,172

(1,531)

％

100

(100)

95

〈96）

79

（82）

72

（76）

82

（82）

83

（83）

109

(108)

158

(155)

150

(145）

144

(142)

127

(126）

101

(102)

85

(89）

81

(84）

87

(93）

85

(89）

81

(87）

87

(91)

88

(93）

111

(116)

<1,331

4,374

4,293

4,025

3,985

3,757

3,956

3,918

4,048

3,765

3,656

3,567

3,683

4,027

3,794

‘1,004

4,251

4,154

3,817

3,703

4,400

4,454

4,338

4,016

3,977

3,840

3,924

3,798

4,165

3,834

3,741

3,519

3,697

3,935

3,827

4,009

4,288

4，173

3,848

3,731

％

100

90

84

85

86

75

79

95

80

71

59

66

64

76

72

765

685

640

649

’

1

657

574

606

726

609

540

455

I
D

I

503

489

71

66

64

60

56

581

548

543

506

487

‘157

429

11,450

（9,723）

11,641

（9,728）

11,473

（9,679）

10,676

（8,995）

10,789

（8,963）

10,684

(8,791)

11,366

（9,277）

11,545

（9,420）

12,217

（9,916）

11,896

（9,584）

.11,282

(9,172)

10,790

（8,795）

10,779

（8,770）

11,113

(9,181)

10,624

（8,783）

10,898

(9,068)

10,442

(8,841)

10,656

（8,919）

10,966

（9,034）

11,439

（9,345）

11,978

(10,129)

11,817

（9,867）

11,836

（9,899）

10,806

(9,068)

10,578

（8,875）

10,752

（8,867）

10，829

(8,913)

10,452

（8,682）

12,501

(10,157)

12,088

（9,693）

11,687

（9,469）

11,263

（9,066）

11,092

（8,951）

11,110

(9,154)

10,530

（8,703）

10,943

(9,129)

10,565

（8,897）

10,562

（8,892）

10,970

(9,041)

11,017

（9,066）

2,722

(2,087)

2,546

(1.948)

2,183

(1,728)

2,053

(1,655)

2,264

(1,743)

2,196

(1,667)

2,733

(2,031)

3,826

(2,769）

3,542

(2,528）

3,350

(2,419)

2,945

(2,122)

2,472

(1,851)

2,159

(1,670)

2,162

(1,697)

2,256

(1,777)

2,211

(1,716)

2,088

(1,660)

2,182

(1,687)

2,179

(1,681）

2，601

(1,960)

％

100

(100)

94

（93）

80

（83）

75

（79）

83

（84）

81

（80）

100

（97）

141

(133)

130

(121）

123

(116)

108

(102)

91

(89）

79

(80）

79

(81)

83

<85）

81

(82）

77

(80）

80

(81)

80

(81)

96

(94）

前年比
587

(425）

164

(142)

450

(307）

－114 －117 -28 473

(311)

47

(25）

422

(279）



民・刑上告事件年度別件数表

未済の％は、平成16年の未済件数を基準にしたものである。
民事の上段は、上告と上告受理の合計事件数である。 （ ）数値は、 1つの原裁判に対する上告と上告受理の並行申立てを1件として計上し直した事件数である。
刑事の｢令和4年｣『未済｣は、平成30年上告棄却決定となった事件について、未告知の間に令和4年公訴棄却決定があり、既済が二重計上となるため調整した

注

－2－

民 事

新受 既済 未済

刑 事

新受 既済 未済

合 計

新受 既済 未済

平成16年

年
年
年
年
年
年
年
年
年
・
年
年
年
年
年

７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
令和元年

年
年
年
年

２
３
４
５

5,034

(3,324）

5,239

(3,346）

5,050

(3,278）

4,667

(3,004）

4,910

(3,109)

5,156

(3,280）

5,554

(3,493）

5,743

(3,647）

6,033

(3,758）

6,087

(3,795）

5,556

(3,474）

5,258

(3,277）

5,189

(3,207)

5,038

(3,122)

4,743

(2,909)

4,628

(2,813)

4,047

(2,481)

4,444

(2,717)

5,009

(3,085）

5,408

(3,325）

5,429

(3,598）

5,321

(3,391)

5,390

(3,476）

4,830

(3,111)

4,634

(2,952）

5,150

(3,285）

5,085

(3,188)

4,861

(3,122)

6,188

(3,873）

6,227

(3,853）

5,879

(3,685）

5,761

(3,584）

5,527

(3,404）

5,111

(3,182)

4,711

(2,887）

4,587

(2,785）

4,241

(2,606）

4,245

(2,592）

4,940

(3,020）

5，124

(3,177)

1,646

(1,014)

1,564

（969）

1,224

(771)

1,061

（664）

1,337

（821）

1,343

(816)

1,812

(1,121)

2,694

(1,646)

2,539

(1,531)

2,399

(1,473)

2,076

(1,262)

1,573

（955）

1,235

（758）

1,162

（698）

1,194

（720）

1,235

（748）

1,041

（623）

1,240

（748）

1,309

(813)

1,593

（961）

％

lOO

１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

Ｏ
５
６
４
６
４
５
１
１
２
０
０
１
４
２
４
１
６
５
６
４
６
４
５
５
１
９
３
１
５
４
３
１
５
４
０
０
７
５

０
９
９
７
７
６
６
８
８
８
８
１
１
６
６
５
５
４
４
２
２
９
９
７
７
７
６
７
７
７
７
６
６
７
７
８
８
９
９

１
く
く
ｌ
く
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
く
く
１
１
Ｉ
く
く
く
く

ｌ

く
く
Ｉ
く
Ｉ

ロ
●

2,799

2,655

2,671

2,465

2，434

2,170

2,135

2,254

2，129

1,908

1,881

1,883

1,940

2,130

1,912

2,018

1,822

1,792

1,641

1,545

2,868

2,749

2,699

2,471

2,424

2,248

2,097

2,165

2,255

1,955

1,934

1,873

1,923

2,059

1,955

2，041

1,855

1,819

1,653

1,569

％

1001 ．

７
３
２
３
２
７
０
２
５
８
９
２
２
６
２
８
４
２
９

８
８
８
８
７
７
９
７
６
５
５
６
７
６
６
５
５
５
４

I
700

606

578

572

582

504

542

631

505

458

405

415

432

503

｜
’

460

437

‘104

377

366

342

7,833

(6,123)

7,894

(6,001)

7,721

(5,949）

7,132

(5,469）

7,344

(5,543）

7,326

(5,450）

7,689

(5,628）

7,997

(5,901)

8,162

(5,887）

7,995

(5,703)

7,437

(5,355）

7,141

(5,160)

7,129

(5,147)

7,168

(5,252）

6,655

(4,821)

6,646

(4,831)

5,869

(4,303）

6,236

(4,509）

6,650

(4,726）

6,953

(4,870）

8,297

(6,466）

8,070

(6,140)

8,089

(6,175)

7,301

(5,582）

7,058

(5,376）

7,398

(5,533）

7,182

(5,285）

7,026

(5,287）

8,443

(6,128)

8,182

(5,808）

7,813

(5,619)

7,634

(5,457）

7,450

(5,327）

7,170

(5,241)

6,666

(4,842）

6,628

(4,826）

6,096

(4,461)

6,064

(4,411)

6,593

(4,673）

6,693

(4,746）

2,346

(1,714)

2,170

(1,575)

1,802

(1,349）

1,633

(1,236)

1,919

(1,403)

1,847

(1,320)

2,354

(1,663)

3,325

(2,277）

3,044

(2,036）

2,857

(1,931)

2,481

(1,667)

1,988

(1,370)

1,667

(1,190)

1,665

(1,201)

1,654

(1,180)

1,672

(1,185)

1,445

(1,027)

1,617

(1,125)

1,675

(1,179)

1,935

(1,303)

⑥／
／0

100

(100)

92

（92）

77

（79）

70

（72）

82

（82）

79

（77）

100

（97）

142

(133)

130

(119)

122

(113)

106

（97）

85

（80）

71

（69）

71

（70）

71

（69）

71

（69）

62

（60）

69

（66）

71

（69）

82

（76）
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民事全事件受付・既済・未済件数表
第3表

上告受理欄の（ ）数値は、受理決定のあった事件数で、いずれも内数である。
新受欄の（ ）数値のみ、当年中に受理決定のあった事件数である。
決定の「破棄」欄の「自判」には、原裁判を破棄したのみの場合を含む。

注

－3－

受 付

総数

前年度

末済

新 受

総数

鋪－－審

判決に

対する

もの

控訴審

判決に

対する

もの

その他

既 済

総数

判 決

総数

棄却

口頭弁

鎗を経

ないも
の

口頭弁

論を経

たもの

破棄

差戻し

・移送
自判
その他

判 決 以 外 の ’肘 由

総数

決 定

不受理 移送 却下 緊却

破艇

差戻し

・移送
判

４
■
１
８ １
その他
和解

取下げ

上告。

申立て
訴え
その他

未済

特別

上告

通常訴舩 （テ）

うち少和典調

行政訴訟（行デ

80

3

9

ー

71

3

一
一

ー ー

71

3

ー

67

3

q■■ ー ー

一
一

一
一

一
一

ー

67

3

一
一

2

ー

I

q■■

一

64

3

一
一

一
一

一
一

一

一
一

一

一
一

一
一

一
一

13

ー

一

上告

通淋訴詮（オ）

行政解詮（行ツ

2,464

471

503

63

1,961

408

9

62

1,943

343

9

3

1.903

350

6

38

6

4

ー

32

ー

ー

q■■

1

ー

1

1,897

312

ー

ー

6

2

19

2

1.862

307

ー

ー

ー

ー

ー 8

1

I

一

1

一

561

121

上告

受理

通常訴訟

(受）

行政獅訟

(行上）

(19)

3,186

(13)

516

(5)

671

(2)

63

(14)

2,515

(11)

453

q■■

8

(2)

76

(14)

2,500

(9)

373

7

ー

‘1

(13）

2,430

(12)

374

(13)

13

(12)

12

(2)

2

(2)

2

(1）

1

(3)

3

(3)

3

一
一

(7)

7

(7)

今

』

一
一

一
一

q■■

2,417

ー

362

ー

2,380

ー

358

ー

4

ー

3

一
一
曲

一

一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

10

1

5

一
一

一
肥

一
一

(6)

756

(1)

142

計 6,717 1,309 5,40月 155 5,159 94 5,124 69 14 36 3 15 1 5,055 2,738 17 22 2,233
■■■ ー ー 一 20 6 19 1,593

再審

通常

(ャ）

行政

(行ナ）

訴訟

抗告

訴訟

抗告

13

523

ー

156

2

157

ー

55

11

366

I■■

101

ー

q■■

ー

一

ー

11

366

一

101

8

322

102

ー

一

ー

ー

ー

ー

q■■

ー

ー

ー

ー

■■■

一

ー

■■■

ー

ー

ー

ー

8

322

ﾛ■■

102

q■■

4■■

q■■

一

3

q■■

ー

ー

2

84

ー

13

1

230

89

ー

d■■

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1

一

一

■■■

一

２

7

q■■

ー

5

201

ー

54

特別

抗告

通常 （ク）

行政 （行卜

1,488

85

143

0■

｡

1,345

80

一

d■■ －

1,345

8C

1,297

67

■■■ ー ■■■

ー

ー

q■■

■■■

ー

■■■

ー

1,297

67

ー

ー

32

q■■

12 1,242

66

1

ー

ー ー ー 9

1

■■■

1■■

1

ー

191

18

許可

抗告

通榊 （好）

行政 （行う

33

2

12

ー

21

2

ー

＋
一

一

ー

21

２

19

2

ー

一

ー

ー

q■■

ー

ー

ー

q■■

ー

ー

■■■

19

2

ー

■■■

1

■■■

q■■

■■■

6

2

6

q■■

4

ー ー 一

2

一

ー

ー

ー

ー

14

ー

雑
通常 （マ）

行政 （行二I

384

57

35

4

349

53

ー 349

駒

301

44 q■■ ー

1■■

ー

ー

ー

ー ー

一

301

44

q■■

一

226

33

31

2

ー

q■■

1■■

ー ー

1

4 ー

6 －

一

37

５

83

13

計． 2,741 413 2,328 一

2,328 2,162
ー ｡■■ ー 一 ー

2,162
1■■ 295 144 1,636 7 4 5 19 52 579

合 ‘汁 9.458 1,722 7,736 155 5.159 2,422 7,286 69 14 36 3 15 1 7,217 2,738 312 166 3,869 7 4
ー

｡ 39 6 71 2.172



民事上告事件年度別件数表
= ／

注上告のみがされた事件と上告受理との並行申立てがされた事件の合計件数である。

未済の％は、令和元年の未済件数を基準にしたものである。

－4－

民 事

新受 既済 未済

通 常 （民事の内数）

新受 既済 未済

行 政 （民事の内数）

新受 既済 未済

令和元年 2,103 2,086 530

％

100 1,765 1,743 459

％

100 338 343

〆

71

％

100

2年 1,878 1,945 463 87 1,570 1,631 398 87 ・ 308 314 65 92

3年 2,007 1,940 530 100 1,724 1,649 473 103 283 291 57 80

4年 2,281 2,236 575 108 1,950 1,911 512 112 331 325 63 89

5年 2,440 2,320 695 131 2,032 1,970 574 125 408 350 121 170



民事上告受理事件年度別件数表
第5表

上段は、上告受理のみがされた事件と上告との並行申立てがされた事件の合計件数である。

（ ）数値は、新受は、当年中に受理決定のあった事件数、既済・未済は、受理決定のあった事件数で、いずれも内数である。

未済の％は、令和元年の未済件数を基準にしたものである。

注

－5－

民 事

新受 既済 未済

通 常 （民事の内数）

新受 既済 未済

行 政 （民事の内数）

新受 既済 未済．

令和元年
2,525

(40）

2,501

(38）

705

(11)

％

100

I■■■

2,107

(27）

2,081

(30）

591

(6)

％

100 418

(13)

420

(8)

114

(5)

％

100

1■■■

2年

2,169

(47）

2,296

(45）

578

(13)

82

ー

1,809

。 （37）

1,919

(32）

481

(11)

81

ー

360

(10)

377

(13)

97

(2)

85

■■■

3年

2,437

(37）

2,305

(41)

710

(9)

101

ー

2,069

(20）

1,925

(28）

625

(3)

106 368

(17)

380

(13）

85

(6)

75

｡■■■

4年

2,728

(34）

2,704

(36）

734

(7)

104 2,355

(22）

2,309

(20）

671

、 （5）

114

ー

373

(12）

395

(16)

63

(2)

55

一

5年

2,968

(25）

2,804

(25）

898

(7)

127

ー

2,515

(14)

2,430

(13)

756

(6)

128 453

(11)

374

(12)

142

(1)

125

一



民事全事件年度別大法廷件数表
第 6表

－6－

受 付

回 付

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
新 受 計

既 済 未 済

平成26年
上告・上告受理

その他

23

ー

ー

。■■■

ー

ー

23 22

q■■■

1

27年
卜告・上告受理

その他

18 ー 2

一 ー

20

1■■■

21

ー

ー

28年
上告・上告受理

その他 1

ー

ー

3 1 4

1

ー

1

4

29年
上告・上告受理

その他 q■■■ ■■■

16

ー

16 20

ー

30年
上告・上告受理

その他

16

ー ■I■■P

1■■■

一

16 16 ■■■

一

令和元年
上告・上告受理

その他

■■■

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2年
上告・上告受理

その他

一 16

1

3

2

ー

－

19

3

17

ー

2

3

3年
上告・上告受理

その他

4 一

ー

4

一

2

3

4

4年
上告・上告受理

その他

一

1

16

一

16

1

4

■■■

16

1

5年
上告・上告受理

その他

23 ー 一

ー 5

23

5

33

1

6

5



民事上告・上告受理事件年度別・既済事由別件数表

注上段は、上告と上告受理の合計事件数である。

中段は、並行申立て事件数であり、 （ ）数値は、受理決定のあった事件数で、いずれも内数である。

－7－

判 決

棄 却

口頭弁

論を経

ないも
の

口頭弁
論を経
たもの

破 棄

差戻し

・移送
自判
却下 その他 計

判 決 以 外 の 事 由

決 定

不受理 移送 却下 棄却 その他
和解

取下 げ

上告．

申立て
訴え
その他 計

合計

令和元年

5

2

(2)

1

ー

(1)

13

2

(13)

21

3

(21)

一
一

一
一

40

マ

イ

(37）

2,426

一
一

5

’
一

19

16

ー

2,051

1,771

ー

■■■

一
一

1

ー

(1)

23

一

｡

ー

9

2

■■■

13

一
一

4,547

1,795

(1)

4,587

1,802

(38）

2年

6

ー

(3)

21

1■■■

(5)

15

4

(15)

23

1

(22）

■■■

一
一

一
一

65

5

(45）

2,219

一
一

l1

4

1■■■

56

32

一

1,851

1,584

一

4

一
一

ー

一
一

19

6

－

5

2

－

1l

2

ー

4,176

1,630

一

4,241

1,635

(45）

3年

8

１

２
５く

8

ｊ

４
７く

14

4

(13)

16

2

(16)

一
一

1

一
一

47

12

(41)

2,236 14

3

ー

30

21

■■■

1,883

1,605

ー

1■■■

一
一
一

3

’
一

17

9

ー

4

2

ー

11

一
一

4,198

1,641

■■■

4,245

1,653

(41）

4年

13

１

３
４く

8

4

(7)

18

7

(12）

14

3

(13)

ー

一
一

ー

一
一

53

17

(36）

2,629

一
Ｊ
一

7

3

■■■

20

13

4■■■

2,182

1,875

－

q■■■

■■■

4

１
－

20

7

1■■■

8

3

■■■

17

’
一

4,887

1,903

■■■

4,940

1,920

(36）

5年

14

ｊ

８
４く

36

ー

(4)

3

1

(3)

15

1

(14)

ー

一
一

1

１
－

69

l1

(25）

2,738

一
一

17

6

22

18

ー

2,233

1,902

ー

1■■■

一
一

1■■■

一
一

20

9

6

１
－

19

一
一

5,055

1,936

5,124

1,947

(25）

判 決

棄 却

口頭弁

論を経
ないも
の

口頭弁

論を経

たもの

破 棄

差戻し

・移送
自判
却下 その他

上
Ｉ
雪
初

判決以外の事由

決定

不受理 移送 却下 棄却 その他
和解

取

上告．

申立て

ご げ

訴え
その他 計

合計

上告事件 10 32 1 ー

1 44 10 22 2,233 ー ー 9 1 1 2,276 2,320

上告受理事件 4 4 3 14 25 2,738 7 ー 一 l1 5 18 2,779 2,804



民事上告事件年度別・上告理由別既済件数表

上告理由が1事件につき複数ある場合、そのすべてについて延べ数として計上したため、合計は既済総数とは一致しない。

「その他」棚には、取下げ等により上告理由なしとされた場合を含む。

既済総数は、第4表の民事既済欄の件数である。

注

－8－

既済総数 憲法違反
法312条2項1号

～5号の事由

法312条2項6号

の事由
法令違反

事実誤認．

証拠の取捨

その他

令和元年 2,086 970 3 1,158
q■■■ ー 383

2年 1,945 884 1,073 394

3年 1,940 873 1 1,002 1 414

4年 2,236 989 2 1,141 3 1 519

5年 2,320 948 1,104 2 2 653



民事上告事件憲法判断判決年度別件数表
第9表

ー

注 ※は、上告受理事件を含む。

既済総数は、第4表の民事既済欄の件数である。

－9－

既済総数

憲法判断をした判決

違憲判断 合憲判断 今１
一
弐
口

△
ロ

大法廷 大法廷 小法廷
０
斗
ｌ

『
雪
ロ 大法廷 小法廷 計

令和元年 2,086
－ 一 ※ 4 ※ 4 ※ 4 ※ 4

2年 1,945 ー 16 3 19 16 3 19

3年 1,940 1 － 1 1 1 1 2

4年 2,236 1 － 7 7 1 7 8

5年 2,320 33 5 38 33
戸

0 38



民事上告・上告受理事件年度別・理由別破棄判決数表
第10表

令和5年既済事件上告・上告受理別内訳

受理決定の3

-10-

既済総数 破棄数

破 棄 理 由

憲法違反
法312条2項1号
～5号の事由

法312条2項6号
の事由 法令違反

事実誤認・証
拠の取捨

その他

令和元年 4,587 34 一 ■■■■■■ 一 34 ー 一

2年 4，241 38 ー ■■■■ ー 37 一 1

3年 4,245 30 ー 一 一 30 一 一

4年 4,940 32 ■■■■ 4 一 26 一

2

5年 5,124 18 1 ー 一 17 一 ■■■■

既済総数 破棄数

破 棄 理 由

憲法違反
法312条2項1号
～5号の事由

法312条2項6号
の事由

法令違反
事実誤認・証
拠の取捨

その他

上告事件 2,320 1 1 一 － ー 一 一

上告受理事件

2,804

(25）

17

(17)

一
一

一
一

一
一

17

(17)

一
一

一
一



民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別既済件数表

第11表

注上段は、上告と上告受理の合計事件数で、下段は並行申立てを1件として計上し直した事件数である。

注並行申立て事件数、受理決定のあった事件数は内数である。

注受理決定のあった事件数は内数である。

－11－

既済総数

当審受付から終局まで

2 月

以内

3 月

以内

6 月

以内
1年

以内

2年

以内

3年

以内
3年を超

えるもの

第一審受付から当審終局まで

1年

以内
2年

以内
3年

以内
5年
以内
10年

以内
10年を超

えるもの

令和元年
７
５
８
８
５
７

９
９

４
＆
？
〕

1,615

1,004

1,215

740

1,286

763

405

241

64

36

一
一

2

1

62

41

1,117

715

1,596

968

1,454

857

342

196

16

8

2年
4，241

2,606

853

538

663

400

1.658

1,023

947

572

116

71

４
２

一
一

120

92

843

542

1,442

885

1,424

854

392

228

20

Ｆ
Ｄ

3年
4,245

2,592

1,450

915

1,220

741

1,162

692

310

188

92

52

1l

4

一
一

91

61

804

509

1,492

917

1,445

868

388

224

25

13

4年
4,940

3,020

1,684

1,057

1,149

688

1,620

980

403

247

84

48

一
一

一
一

77

50

935

600

1,719

1,045

1,716

1,026

470

285

23

14

5年
5，124

3,177

1,777

1,129

1,130

685

1,695

1,027

466

302

55

33

１
１

一
一

95

63

1,005

667

1,725

1,061

1,834

1,110

447

266

18

10

既済総数

当審受付から終局まで

2月

以内
3 月

以内
6 月

以内
1年

以内

2年

以内

3年

以内
3年を超

えるもの

第一審受付から当審終局まで

1年

以内

2年
以内
3年
以内
5年

以内
10年

以内

10年を超
えるもの

上告事件

(並行申立て事件）

2,320

(1,947)

868

(648）

502

(445）

723

(668）

210

(164)

17

(22）

一
一

一
一

53

(32）

521

(338）

765

(664）

787

(724）

185

(181) ｊ

９
８１

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

2,804

(25）

909 628 972

(1)

256

(3)

38

(20） ｊ

ｌ
ｌく

一
一

42 484

(1)

960

(2)

1,047

(14)

262

(8)

9

一

受付年度 令和元年 2年 3年 4年 5年 合計

上告事件 ー － 4 556 1,760 2,320

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

一
一

11

(7)

696

(17)

2,097

(1)

2,804

(25）



民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別未済件数表

注上段は、上告と上告受理の合計事件数で、下段は並行申立てを1件として計上し直した事件数である。

注並行申立て事件数、受理決定のあった事件数は内数である。

注受理決定のあつた事件数は内数である。

－12－

未済総数

当 審 受 付 か ． ら

2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
5年を

超えるもの

令和元年
1,235

748

610

373

143

88

274

164

168

98

40

25

。■■■

q■■■

一
一

一
一

2年
1,041

623

612

372

133

81

151

89

66

41

74

39

5

1

一
一

’
一

3年
1,240

748

721

433

151

93

229

134

94

64

45

24

一
一

’
一

一
一

4年
1,309

813

695

434

・ 204

120

301

186

94

63

５
０
１
１

一
一

一
一

一
一

5年
1,593

961

883

539

238

143

240

146

190･

105

42

28

一
一

一
一

一
一

未済総数

当 審 受 付 か ら

2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
5年を

超えるもの

上告事件

(並行申立て事件）

695

(632）

397

(344）

100

(95）

97

(94）

86

(85）

15

(14)

一
一

一
一

一
一

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

898

(7)

486

1■■■

138

ー

143

(3)

104

(1)

27

(3)

一
一

一
一

一
一

受付年度 令和元年 2年 3年 4年 5年 合計

上告事件 － ー q■■■ 15 680 695

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

一
一

一
一

一
一

27

(3)

871

(4)

898

(7)



民事上告・上告受理事件訴訟種類別新受件数表

－13－

訴訟事件の種類 特別上告 f告 上告受理 訴訟事件の種類 特別上告 上告 上告受理

総 数 71 （3） 2,369 2,968
3．建物を目的とする訴え

4．土地を目的とする訴え 1

83

161

93

218

民事訴訟 71 （3） 1,961 2,515
5．請求異議の訴え

6．第三者異議の訴え

1 9

2

10

2

行政訴訟 408 453
7．その他

行政訴訟

8 483

408

567

453

民事訴訟 71 (3) 1,961 2,515 1．選挙 30 12

1．人事を目的とする訴え 190 221 2．地方自治 46 60

離婚 163 189 3．租税 41 46

離縁 4 4 4．知的財産権 16 47

認知 4 5 5．農地 2 1

親子関係 1 1 6．公用負担 11 13

その他 18 22 7．公務員 31 35

2．金銭を目的とする訴え 61 (3) 1,033 1,404 8．その他 231 239

売買代金（売掛代金を含む） 4 9

貸金 2 20 34

立替金・求償金等※ 2 6 6

交通事故による損害賠償金 11 107 143

その他の損害賠償金 29 （3） 616 808

手形・小切手金 ．

手形・小切手異議

金銭債権債務存否確認 1 1O 15

その他 16 270 389



民事特別・許可抗告事件年度別新受・既済・未済件数表
第14表

注民事特別抗告（ク・行卜） と許可抗告（許。行う）の事件数である。

（ ）数値は、並行申立て事件数で内数である。

－14－

新受
既 済

破棄 棄却 却下 移送 取下げ その他 計

未済

令和元年

特別抗告

許可抗告

1,315

22

(15)

4

(2)

1,289

14

(9)

8

』■■■

8

1

(1)

4

一

2 1,311

19

(12)

137

11

(8)

2年

特別抗告

許可抗告

1,303

47

(35）

1

5

(5)

1,186

18

(11)

16

一
一

24

19

(17)

7

一

21

■■■■

1,255

42

(33）

185

16

(10)

3年

特別抗告

許可抗告

1,296

22

(10)

一

8

(5)

1,300

19

(12)

13

2

17

一
一

1

3

一

18

一
一

1,349

32

(17）

132

6

(3)

4年

特別抗告

許可抗告

1,434

22

(8)

－

3

1,354

13

(8)

9

－

一

35 9

－

11

(1)

1,418

16

(9)

148

12

(2)

5年

特別抗告

許可抗告

1,425

23

(11)

1

10

1,308

8

(2)

12

ー

32

ｌ
’

10

2

(2)

’
一
一

1,364

21

(4)

209

14

(9)
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刑事全事件受理・既済・未済件数表

注 （ ）数値は、第一審が裁判員裁判の上告事件数で内数である。
「公訴棄却・判決」欄には、破棄自判により、公訴棄却又は控訴棄却(一審公訴棄却） したものを含む。

－15－

の

受 理

旧受

新 受 （ 申 立 人 ）

被告人側 検察官 双方から その他 計
合計

既 済

破 棄

自判
差戻し

・移送

上告棄却

判決 決定

公訴棄却

判決 決定

上告

取下げ
その他 合計

未済

上
告

一審判決

に対し

控訴審判決

に対し

刑法犯

特別法犯

刑法犯

特別法犯

一
一

一
一

222

(34）

144

(7)

一
一

一
一

949

(97）

591

(19)

一
一

一
一

2

(1)

2

ー

一
一

’
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

952

(98）

593

(19)

一
一

一
一

1,174

(132)

737

(26）

一
一

一
一

’
一

一
一

一
一

一
一

’
一

一
一

一
一

一
一

4

(3)

’
一

一
一

一
一

816

(95）

500

(21)

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

4

2

－

一
一

一
一

135

(7)

105

q■■

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

961

(105)

608

(21)

一
一

一
一

213

(27）

129

(5)

計

366

(41)

1,540

(116)

4

(】）

’
一

一
一

.1,545

(117)

1,911

(158)

’
一

’
一

5

(3)

1,316

(116)

一
一

6 240

(7)

一
一

1,569

(126)

342

(32）

非 常 上 告 一 25 25 25 － ー 一 23 23 2

再 審 詞 求 8 29 29 37 30 30 7

上告受理申立 1 17 17 18 18 18

移送許可申立 一 ー ■■■ 一 ー － ー

判決訂正申立 10 10 10 8 8 2

特 別 抗 告 44 942 942 986 950 950 36

医療観察再抗告 4 43 43 47 43 43 4

法廷評の秩序維持に間する

法伸；こ鵬づく特別抗悔
I 1 1 I 1 ー

費用補償謂求 I 1 1 一

1

刑事補償請求 ■■■ 1 1 1 一 ー 1

訴訟費用免除申立 9 155 一 155 164 154 154 10

没収の裁判の取消し上告 q■■ ■■■

雑 25 934 934 959 935 935 24

計 91 25 2.133 2,158 2.249
■■■， 23 2,139 2．162 87

合 計 457 1,540 29 1 2,133 3,703 '1,160 1 1 5 1,316 23 6 2‘10 2，139 3,731 429



、

刑事全事件年度別大法廷件数表
第16表

－16－

受 理

回 付

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
新 受 計

既 済 未 済

平成26年
上告

その他

1■■■ 』■■■

一

一

』■■■ ー 一

ー

一 ー

27年
上告

その他

■■■

－

1■■■

－ 1■■■

■■■

ー

－

28年
上告

その他 q■■■

1

ー

－

ー

ー 1

ー

ー 1

－

29年
上告

その他 － q■■■

1

ー

一 1

一

2

ー

ー

30年
上告

その他

ー 一

ー

ー ー 一

ー

ー

一

一

ー

令和元年
上告

その他

■■■ 。■■■

一 －

■■■

－

1■■■

2年
上告

その他

ー q■■■

ー ー

ー －

一

3年
上告

その他

q■■■

ー

■■■■

ー

一 ー － ー

ー

4年
上告

その他 ■■■ ー

ー ー ー

一

ー ー

5年
上告

その他

ー

ー q■■■

一 ー ー

ー

ー



刑事上告事件年度別新受・既済・未済人員表

注 （ ）数値は、第一審が裁判員裁判であった事件数で内数である。

「公訴棄却」欄には、破棄自判により、公訴棄却又は控訴棄却(一審公訴棄却） したものを含む。

令和4年度の「未済数」は、 I130. l.5上告棄却決定となった事件について、未告知の間にR4.5.9公訴棄却決定があり、

既済が二重計上となるため調整した。

－17－

新 受

既 済

総 数 破棄自判
破棄差 戻
し ． 移送

上告棄却 公訴棄却 取下げ
■
未 済

令和元年

2,060

(157）

2,091

(171)

3

－

一
一

1,742

(154)

8

ー

338

(17）

455

(45）

2年

1,848

(158）

1,881

(161)

一
一

3

4■■■

･ 1,518

(140)

6

ー

354

(21)

422

（42）

3年

1,816

(175）

1,852■

(168)

l

(1)

2

一

1,578

(155）

8

(1)

263

(11)

386

(49）

4年

1,670

(150）

1,685

(158)

4

－

4

(1)

1,407

(140)

4

q■■■

266

(17)

372

(41)

5年

1,581

(120）

1,591

(129）

l

■■■

2

1■■■

1,338

(122）

6

q■■■

244

(7)

362

(32）



刑事上告事件年度別・‐上告理由別既済人員表

注上告理由が1事件につき複数ある場合、そのすべてについて延べ数として計上したため、合計は既済総数とは一致しない。

既済総数は、第17表の既済人員の総数である。

－18－

既済総数 憲法違反 判例違反 法令違反 量刑不当 事実誤認
再審事由

刑の廃止・変更
大赦

その他の理由
趣意番不提出
取下げ等

令和元年 2,091 551 277 610 1,214 889 1O Ⅱ■■■ 352

2年 1,881 444 207 489 1,039 766 10 364

3年 1,852 422 253 491 1,092 777 6 277

4年 1,685 456 243 499 930 707 2 1 276

5年 1,591 419 241 502 875 683 4 ー 259



刑事上告事件憲法判断判決年度別表

注 （ ）数値は、人員である。

－19－

既済総数

憲 法 判 断 を し た 判 決
一 ○

違憲判断 合 憲 判 断
’
一
０
０

二
コ
ｐ

今
ロ

大法廷 大法廷 小法廷
．
＋
Ｉ

垂
ロ 大法廷 小法廷 計

令和元年 2,041 (2,091) 1■■■ q■■■ 2 （2） 2 （2） ー 2 （2） 2 （2）

2年 1,855 (1,881) ー ー l (1) l (1) ー l (1) 1 (1)

3年 1,819 (1,852) 一 一 l (1) l (1) q■■■ l (1) l (1)

4年 1,653 (1,685) ー 一 一 ー ー

5年 1,569 (1,591) ー ー 4 （4） 4 （4） 一 4 （4） 4 （4）



刑事上告事件年度別・理由別破棄判決数表
第20表

令和5年破棄判決理由別・破棄区分別内訳

注破棄理由が1事件につき複数ある場合、そのすべてについて延べ数として計上したため、破棄理由数は破棄数とは一致しない。

-20-

既済総数 破棄数

破 棄 理 由

憲法違反

刑訴

第405条
1号

判例違反

刑訴

第405条
2．3号

法令違反

刑訴

第411条
1号

量刑不当

刑訴

第411条
2号

事実誤認

刑訴

第411条
3号

再審事由

刑訴

第411条

刑の廃止．
変更、大赦

刑訴

第411条
5号

その他

令和元年 2,041 3 2 1
一 ー

2年 1,855 3 1■■■ 2 ・ 1 4■■■ ー 一 － 一

3年 1,819 3
■
一

ー 3
ー ー 1■■■

4年 1,653 8 一 2 6
一 2 1■■■ ー 一

5年 1,569 3 － 3 1
ー ー

総数 憲法違反 判例違反 法令違反 量刑不当 事実誤認 再審事由
刑の廃止．

変更、大赦
その他

破

棄

自

判

有罪

一部有罪

無罪

免訴

公訴棄却

差 戻 し ． 移送

1■■■

ー

1

－

－

2

－

ー

－

』■■■

q■■■

ー

ー

ー

ー

－

q■■■

ー

q■■■

ー

1

1■■■

1■■■

2

一

4■■■

ー

ー

一

1

ー

ー

－

1■■■

ー

－

一

ー

－

－

4■■■

q■■■

Ｑ
一

合 計 3 ー ー 3 ー 1
一 一 一



刑事上告事件年度別・審理期間別既済人員表

令和5年既済事件受理年度別内訳（人員）

－21－

既済総数

当 審 受 理 か ら 終 局 ま で

3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を超

えるもの

起 訴 か ら 当 審 終 局 ま で

1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 7年以内
7年を超
えるもの

令和元年 2,091 1,733 278 48 22 10 q■■■ 998 850 175 57 8 ‐ 3

2年 1,881 1,287 506 67 13 7 1 810 850 151 50 20 ー

3年 1,852 1,549 242 26 20 13 2 819 756 186 63 25 3

4年 1,685 1,393 253 26 11 1 1 691 678 239 67 8 2

5年 1,591 1,301 235 32 19 3 1 660 620 189 102 13 7

受理年度 平成30年 令和元年 2年 3年 4年 5年 合計

上告事件 ー 1 6 351 1,233 1,591



刑事上告事件年度別・審理期間別未済人員表
第22表

－22－

未済総数

当 審 受 理 か ら

3 月以内 6 月以内 1 年以内 2年以内 2年を超えるもの

令和元年 455 402 18 7 23
戸

0

2年 422 351 22 20 18 l1

3年 386 348 16 13 8 1

4年 372 318 24 20 8 2

5年 362 304 20 24 11 3

受理年度 令和元年 2年 3年 4年 5年
’
坐
‐
０

↓
雪
ロ

ヘ
ロ

上告事件 1 q■■■ 2 ll 348 362



刑事上告事件被告人処遇別人員表

注事由は、上告審受理時の身柄区分である。

－23－

新 受 既 済 未 済

勾留されている人員 801 810 145

保釈されている人員 76 86 20

保釈以外の事由で釈放されている人員 1 1

保釈失効（刑訴343条）の未収容の人員 l1 13 3

不拘束の人員 676 667 192

逃亡中の人員
』■■■

受刑収容中の人員 13 ll 2

その他 3 3 ー

計 1,581 1,591 362



刑事上告事件年度別・被告人釈放事由別人員表

－24－

釈 放 事 由

総 数 保 釈
勾留執行

停 止
勾留取消

勾留期間
満 了

令和元年 ● ー ー

2年 1 1
ー

3年 1 1 ー

4年 ー 一

5年 ー ー ー ー



刑事上告既済事件年度別弁護人の私選・国選別人員表

第25表

－25－

既 済 総 数
（ 人 員 ）

弁 護 人

私 選 国 選 計

令和元年 2，091 970 1,439 2,409

2年 1,881 709 1,367 2,076

3年 1,852 739 1,375 2,114

4年 1,685 611 1,274 1,885

5年 1,591 580 1,203 1,783



刑事上告受理申立事件年度別新受・既済・未済件数表
語Z℃

－26－

新 受

既 済

受 理 不 受 理 そ の 他 ’
一
孟
口

未 済

令和元年 22
｡

ー 22 1 23 ■■■

2年 19 一 18 1 19 ー

3年 18 ー 17 17 1

4年 23 22 1 23 1

5年 17 18 18
－



刑事特別抗告事件年度別新受・既済・未済件数表
第27表

注 （ ）数値は、再抗告事件数で内数である。

－27－

新 受

既 済

原決定取消し 棄 却 取下げ その他 計

未 済

令和元年

838

(55）

3

一

818

(58）

’
一

一
一

822

(58）

49

(3)

2年

1,194

(62）

１
－

1,201

(65）

2

ー

ケ
ー
一

1,204

(65）

39

■■■■

3年

1,111

(44）

■■■■

一

1,116

(42）

2

ー

2 1,120

(42）

30

(2)

4年

1,021

(50）

一
一

1,005

(49）

2

ー

ー

ー

1,007

(49）

44

(3)

5年

942

(65）

l

一

947

(64）

１

一

’
一

950

(64）

36

(4)


